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出典：裁判所ホームページ（https://www.courts.go.jp）の裁判例情報をもとに作成 

事件番号 昭和 34(オ)117 原審裁判所名 福岡高等裁判所 宮崎支部 

事件名 損害賠償請求 原審事件番号  

裁判年月日 昭和 37 年 9 月 4 日 原審裁判年月日 昭和 33 年 11 月 27 日 

法廷名 最高裁判所第三小法廷   

裁判種別 判決   

結果 棄却   

判例集等 民集 第 16 巻 9 号 1834 頁   

 

判示事項 一 通行人の死亡による損害が国道管理の瑕疵のため生じたものと認められた

事例 

二 不法行為に基づく損害賠償債務の遅滞の時期 

裁判要旨 一 原動機付自転車に乗つた通行人が夜間国道上を通行中、暗渠新設工事のた

め同国道上に横たえられた枕木に激突、転倒し、死亡した場合において右枕木

の位置およびその付近の夜間照明等について原判決認定のような事情（原判決

理由参照）があるときは、右通行人が多少酒気を帯びており、右工事が同国道

の管理者の許可を受けない等違法のものであつても、同管理者があらかじめ右

工事を中止させて国道を原状に回復させ、これを常時安全良好な状態において

維持しなかつたかぎり、右死亡による損害は同国道の管理に瑕疵があつたため

生じたものというべきである。 

二 不法行為に基づく損害賠償債務は、なんらの催告を要することなく、損害

の発生と同時に遅滞に陥るものと解すべきである。 

 

全 文 

主    文 

 本件上告を棄却する。 

 上告費用は上告人の負担とする。 

理    由 

上告代理人工藤日出男の上告理由第一、二点について。 原審が、本訴請求について控訴人

（上告人）に対し第一審判決よりも不利益な判決をしたことは明らかであり、控訴審は、当事

者の一方から控訴の申立があつた場合には、相手方から附帯控訴の申立がないかぎり、控訴人

に対し、第一審判決よりも不利益な判決をしえないことは、所論のとおりである。 

しかし、記録によれば、被控訴人ら代理人は原審に昭和三三年一〇月二七日付「被控訴人の

準備書面」と題する書面を提出し、右書面には請求の趣旨として「控訴人は被控訴人Ｂに対し

金二〇万円、他の被控訴人に対しそれぞれ金一〇万円ならびにこれに対する昭和三一年一月

二二日から完済まで年五分の割合の金員をも併せ支払せよ」との記載があり右準備書面は昭

和三三年一〇月三〇日の原審第三回口頭弁論期日に陳述されており、右書面はその内容上、附

帯控訴および請求の拡張の申立書と解するのが相当である。してみれば、右の拡張された申立

の範囲内で被控訴人らの請求を認容した原判決には所論の違法はない。論旨は理由がない。 

同第三点について。 

原審が、控訴人大分県は本件国道管理の暇疵に基づき発生した本件事故の損害を賠償する

責に任じなければならないとし、なお、控訴人の過失相殺の主張は採用できないとした判断
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は、挙示の証拠関係に照らし相当である。慰藉料額の算定に被害者の過失をしんしやくするか

どうかについては、前示の如くすでに被控訴人らから附帯控訴の申立があつた以上、原審が第

一審判決に覊束されるいわれはない。所論は、ひつきよう、原審の裁量に任された事項につい

ての判断を非難するにすぎず、採用できない。 

同第四点について。 

本件は、被上告人らが上告人の不法行為によりこうむつた損害の賠償債務の履行およびこ

の債務の履行遅滞による損害金として昭和三一年一月二二日以降年五分の割合による金員の

支払を求める訴訟であることが記録上明らかである。そして、右賠償債務は、損害の発生と同

時に、なんらの催告を要することなく、遅滞に陥るものと解するのが相当である。したがつ

て、これと同趣旨に出でた原判決は正当であるから、所論違憲の主張は前提を欠き、その他の

論旨は、右と異る見解に立つて原判決を攻撃するにすぎず、論旨はすべて採用できない。 

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決す

る。 

（裁判長裁判官 垂水克己 裁判官 河村又介 裁判官 石坂修一 裁判官 五鬼上堅磐 

裁判官 横田正俊） 

 

 

※参考：判例タイムズ 139 号 51 頁 

 

 


